
 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

平成２７年度に県内では３２件の懲戒処分が行われました。この件数は残念ながら平成２６年
度の処分件数の約２倍の件数となりました。平成２８年度は，現在のところ３件の懲戒処分が行
われています。 
 不祥事根絶に向けては，日頃から各学校等で取り組んでいただいているところですが，緊急か
つ最優先の課題として位置づけ，学校，市町村（組合）教育委員会，そして県教育委員会とが一

体となった取組を継続していくことが必要です。 
 管内では，初任者研修や経験者研修等で若手教職員に対して，そして学校訪問や各会議等の機
会をとらえて「不祥事根絶研修」を実施しています。また，
市町村（組合）ごとにも不祥事根絶に向けての研修会を開催
していただいています。各学校においては県教委作成のリー
フレット等を活用した参加型の校内研修を実施したり，モラ
ールアップ委員会の質的向上を図ったりしながら取り組んで
いただいています。 
 不祥事を根絶する最大の力は，教職員一人一人の自覚と教
職に携わっているという誇りです。東上総教育事務所管内の
すべての教職員が心を一つにして，「すべては子どもたちのた
めに」を合言葉に，「不祥事根絶」を実現させましょう。 

 

 

   

 

 

 

 

 千葉県が若者の適切なインターネット利用の推進啓発のために作成したＤＶＤ等の資料です。 
主に中学生・高校生を対象に授業・講演で使用する教材として，全１０テーマの映像教材が収

録されています。テーマごとに異なる危険性・トラブルを題材として扱い，街頭インタビューと
まとめを含む５～９分程度の構成となっています。また，テーマ９・１０は保護者向けの内容と
なっています。講師用プレゼンテーション資料や授業用ワークシート，講師用解説ノートも提供
されています。  
   

<各テーマ> 
 

   １．インターネット×メリット×デメリット  
   ２．インターネット×個人情報  
  ３．インターネット×いじめ  
  ４．インターネット×依存  
  ５．インターネット×不当請求  
  ６．インターネット×高額請求  
  ７．インターネット×ダウンロード  
  ８．インターネット×情報収集×情報発信  
  ９．インターネット×ルール 
１０．インターネットと上手に付き合う為に 
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★★★不祥事根絶に向けて ★★★ 

情情情報報報モモモラララルルルののの啓啓啓発発発ににに『『『イイインンンタタターーーネネネッッットトトリリリアアアルルル』』』   

管理課より 

指導室より

り」り 

早期から保護者・子どもに情報モラルの啓発を！！ 

 



   

 

 

 

３つの手当について，認定時の状況と変更がないか，毎年１回，事後確認を行っています。 
誤支給があると，該当の手当の返還のみならず，期末手当や所得税・住民税，共済の 

認定取消など，様々な影響を及ぼす可能性があります。所属の事務職員から証拠書類 

提出の依頼がありましたら，速やかに提出をお願いします。 

 

【防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業】 
  東金市立西中学校（９／２９） 
【地域における食育指導推進事業】 
  東金市立鴇嶺小学校（１／２０） 
 

【薬物乱用防止教育研修会実践発表】 
  茂原市立西陵中学校（７／２８） 
【千葉県教育研究会視聴覚教育研究大会】 
  長南町立西小学校（１１／１７） 
【特色ある道徳教育推進校における研究  

心の教育推進キャンペーン】 
一宮町立東浪見小学校（１１／１５） 
茂原市立西陵中学校（１１／２９） 

【特色ある道徳教育推進校における研究 
心の教育推進キャンペーン】 

  いすみ市立大原中学校（１０／６・１１／８） 
いすみ市立大原小学校（１１／２２） 

【学力向上交流会】 
  いすみ市立中川小学校（１１／１８） 
【地域における食育指導推進事業】 
  大多喜町立大多喜小学校（１０／１４） 

今後，公開研究会を予定している学校（東上総管内）の御案内 

東上総のマーク 

（Ｈ２６作成） 
緑の山，青い海…と

自然豊かな東上総

地区をモチーフに

しています。 

 

総務課より 通勤・扶養・住居手当の事後確認を実施します 

昨年度にもお知らせしましたが，千葉県教育委員会では，「千葉県いじめ防止対策推進

条例」，「千葉県いじめ防止基本方針」に基づき，「教職員向けいじめ防止指導資料集」，

「保護者向けいじめ防止啓発リーフレット」及び「児童生徒向けいじめ防止啓発リーフ

レット」を作成し，配付いたしました。いじめ防止啓発強化のために，各学校において，

資料集やリーフレットの効果的な活用を是非お願いいたします。なお，ファイルサイズ

が大きいので，デスクトップ等に保存してから開いてください。 
 

（１）教職員向けいじめ防止指導資料集        

  ＜主な内容＞  

  ・いじめ防止への取組の背景 ・いじめの理解 ・いじめの未然防止 

  ・いじめの早期発見 ・いじめへの対応 ・特に重要ないじめ関連事項 

 ・実践事例 

（２）保護者向けいじめ防止啓発リーフレット 

＜主な内容＞  

  ・いじめのサイン ・いじめの理解 ・いじめへの対応 ・主な相談機関 

（３）児童生徒向けいじめ防止啓発リーフレット 

  ＜主な内容＞ 

  ・いじめで悩んでいる人へ ・いじめをやめる ・いじめをとめる ・互いの違いを認めよう 

http://www.irasutoya.com/2014/02/blog-post_1687.html

